
 

公 示 日：令和６年１月 17 日 

案件名称：令和６年度大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託 

 

仕様書の一部を訂正しました。下記をご確認ください。 

 

訂正箇所：仕様書  第２ 業務仕様書  １ 総則  第５条 



 

（訂正後） 

区     分 

勤 務 形 態 別 警 備 員 配 置 人 数（人） 

昼間 (8:00～

18:00) [10時間] 

昼間 (8:00～

19:00) [11時間] 

夜間 (19:00～

20:00)[1時間] 

夜間 (20:00～

8:00) [12時間] 

市場 

開場日 

北門守衛所 － ２名以上 ２名以上 ３名以上※１ 

既設北門守衛所 １名以上 － － － 

南門守衛所 － ２名以上 １名以上 ※１ 

福利厚生棟守衛所 １名以上 －  ※１ 

計 ５名以上（６月以降は６名以上）※４  ３名以上 

市場 

休場日 

Ａ 

北門守衛所 － ２名以上 ３名以上 ３名以上※２ 

既設北門守衛所 １名以上 － － － 

南門守衛所 － － － － 

福利厚生棟守衛所 １名以上 － － ※２ 

計 ３名以上（６月以降は４名以上）※４  ３名以上 

市場 

休場日 

Ｂ 

北門守衛所 － ３名以上 ３名以上 ３名以上 

既設北門守衛所 － － － － 

南門守衛所 － － － － 

福利厚生棟守衛所 － － － － 

計 ３名以上 ３名以上 

市場 

休場日 

Ｃ 

北門守衛所 － ２名以上 ２名以上 ３名以上※３ 

既設北門守衛所 － － － － 

南門守衛所 － ２名以上 １名以上 ※３ 

福利厚生棟守衛所 － － － － 

計 ４名以上 ３名以上 

㊟ ※１ 市場開場日の夜間については、北門守衛所の配置人数のうち 1 名を 6:00～8:00 の間

は福利厚生棟守衛所に、1名を 7:30～8:00の間は南門守衛所に配置すること。 

※２ 市場休場日Ａの夜間については、北門守衛所の配置人数のうち 1 名を 7:00～8:00 の

間は福利厚生棟守衛所に配置すること。 

※３ 市場休場日Ｃの夜間については、北門守衛所の配置人数のうち 1名を 20：00～20：15

及び 7:30～8:00の間は南門守衛所に配置すること。 

※４ 新設北門守衛所、既設北門守衛所の稼働時期は令和６年６月となっているため、それ

にあわせ人員の配置を行うこと。（新設北門守衛所、既設北門守衛所については、「第１ 

一般共通事項 ３ 用語の定義」を参照） 

   なお、本市整備工事に係り、新設・既設北門守衛所の稼働時期を変更することがある。 

※  各守衛所における勤務形態別の警備員常駐人数について、場内巡視、案内誘導等によ

りやむを得ない場合については、守衛所業務に支障を来たさない範囲内で常駐１人も可

とする。 

※  「市場休開場日一覧」（予定含む）は別紙１「令和６年度臨時休業・開場日カレンダ

ー」のとおり。 

※  上記内容に変更がある場合は別途協議するものとする。 

（赤字：修正箇所） 

 

 



 

（訂正前） 

区     分 

勤 務 形 態 別 警 備 員 配 置 人 数（人） 

昼間 (8:00～

18:00) [10時間] 

昼間 (8:00～

19:00) [11時間] 

夜間 (19:00～

20:00)[1時間] 

夜間 (20:00～

8:00) [12時間] 

市場 

開場日 

北門守衛所 － ２名以上 ２名以上 ３名以上※注意 

既設北門守衛所 １名以上 － － － 

南門守衛所 － ２名以上 １名以上 ※注意 

福利厚生棟守衛所 １名以上 －  ※注意 

計 ５名以上 ３名以上 

市場 

休場日 

Ａ 

北門守衛所 － ２名以上 ３名以上 ３名以上※注意 

既設北門守衛所 １名以上 － － － 

南門守衛所 － － － － 

福利厚生棟守衛所 １名以上 － － ※注意 

計 ３名以上 ３名以上 

市場 

休場日 

Ｂ 

北門守衛所 － ３名以上 ３名以上 ３名以上 

既設北門守衛所 － － － － 

南門守衛所 － － － － 

福利厚生棟守衛所 － － － － 

計 ３名以上 ３名以上 

市場 

休場日 

Ｃ 

北門守衛所 － ２名以上 ２名以上 ３名以上 

既設北門守衛所 － － － － 

南門守衛所 － ２名以上 １名以上 ※注意 

福利厚生棟守衛所 － － － － 

計 ４名以上 ３名以上 

㊟ ☆「市場休開場日一覧」（予定含む）は別紙１「令和６年度臨時休業・開場日カレンダー」

のとおり。 

☆各守衛所における勤務形態別の警備員常駐人数について、場内巡視、案内誘導等によりや 

むを得ない場合については、守衛所業務に支障を来たさない範囲内で常駐１人も可とする。 

☆市場開場日の夜間については、北門守衛所の配置人数のうち 1名を 6:00～8:00の間は福 

利厚生棟守衛所に、1名を 7:30～8:00の間は南門守衛所に配置すること。 

☆市場休場日Ａの夜間については、北門守衛所の配置人数のうち 1名を 7:00～8:00の間は 

福利厚生棟守衛所に配置すること。 

☆市場休場日Ｃの夜間については、北門守衛所の配置人数のうち 1名を 20：00～20：15及 

び 7:30～8:00の間は南門守衛所に配置すること。 

☆新設北門守衛所、既設北門守衛所の稼働時期は令和６年６月となっているため、それにあ

わせ人員の配置を行うこと。 

 なお、本市整備工事に係り、新設・既設北門守衛所の稼働時期を変更することがある。 

☆上記内容に変更がある場合は別途協議するものとする。 

 


